
，
市
役
所
で
の

事
前
申
告
相
談
会
の
開
催

市
税
務
課
で
は
事
前
申
告
相
談
会
を
開

催
し
ま
す
の
で
、
申
告
に
必
要
な
書
類
を

持

っ
て
会
場
ま
で
お
出
か
け
く
だ
さ

い
．

（書
類
が
整

っ
て
い
れ
ば
、
そ
の
場
で
提
出

ｔ
可
能
で
す
。
）

桜
江
地
区
対
象

◎
期
間
　
２
月
９
日
ω
、
２
月
１０
日
①

◎
会
場
　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
研
修
室

全
地
区
対
象

◎
期
間
　
２
月
１２
日
０
　
２
月
１５
日
０

◎
会
場
　
市
役
所
２
階
第
５

６
会
議
室

◎
受
付
時
間
　
い
ず
れ
も
午
前
９
時
か
ら

午
後
４
時
ま
で

Ｘ
２
月
１６
曰
の
か
ら
の
申
告
相
談
の
日
程

は
”
ペ
ー
プ
の
表
の
と
お
り
で
す
。

撃
謙
「
一̈県
目
秘
０
．申
告

平
成
２
年
１
月
１
日
現
在
で
　
市
内
に

住
所
の
あ
る
人
は
、
原
則
と
し
て
市
　
県

民
税
の
申
告
書
を
市
役
所
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
次
の
人
は
申
告
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

①
平
成
２
年
分
所
得
税
の

「確
定
申
告
書
」

を
税
務
署
へ
提
出
す
る
人

②
会
社
か
ら

「
給
与
支
払
報
告
書
」
が
市

役
所
へ
提
出
さ
れ
て
い
る
人
で
、
給
与

以
外
に
収
入
の
な
い
人

一

◎
申
告
に
必
要
な
も
の

Ｏ
申
告
書
　
印
鑑

②
給
与
所
得
者

年
金
受
拾
者
は
、
源
泉
徴

収
票

（本
人
と
配
偶
者
分
）

○
営
業
等
事
業
を
営
む
人
畠
辰
業
を
さ
れ
る

人
は
、
収
入
金
額
や
必
要
経
費
等
の
計

算
資
料

④
生
命
保
険
等
の
満
期
保
険
金
や
解
約

一
時

金
を
も
ら
っ
た
人
は
　
そ
の
明
細
書

０
国
民
年
金
保
険
料
控
除
証
明
書

⑥
口
民
健
康
保
険
料
　
介
護
保
険
料
の
納

付
額
が
わ
か
る
も
の
、
そ
の
他
の
社
会

保
険
料
の
領
収
書
な
ど

⑦
生
命
保
険
料

損
害
保
険
料
等
の
支
払
証

明
書

０
医
療
費
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
人
は
、

病
院

前
設
等
が
発
行
す
る
領
収
書
、
生

命
保
険
等
か
ら
給
付
金
を
も
ら
っ
て
い

）

年
ま
で
に
入
居
さ
れ
て
　
平
成
”
年
分
以

降
の
所
得
税
の
住
宅
□
―
ン
４
除
で
控
除

し
さ
れ
か

っ
た
金
額
が
あ
る
方
に
つ
い
て

も
、
市

・
県
民
税
の
住
宅
□
―
ン
控
除
の

適
用
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

あ
わ
せ
て
、
こ
れ
ま
で
は
市
　
県
民
税

の
住
宅
□
―
ン
控
除
を
受
け
る
た
め
に
毎

年
申
告
が
必
要
で
し
た
が
、
平
成
２
年
度

か
ら
は
原
則
不
要
に
な
り
ま
し
た
。

れ
ば
そ
の
明
細
書

◎
住
民
税
の
任
宅
僧
入
金

（
取
得
）
雪
特
別
控
除

平
成
２２
年
度
か
ら

市

へ
の
申
告
が
原
則
不
要
に
な
り
ま
す
。

平
成
「
年
～
１８
年
に
住
宅
を
建
て
ら
れ

た
人
で
　
所
得
税
で
控
除
し
き
れ
な
い
住

宅
借
入
金
等
特
別
控
除
額
が
あ

っ
た
場
合

に
は
　
そ
の
控
除
し
き
れ
な
い
額
を
市

県
民
税
か
ら
控
除
で
き
ま
す
。
ま
た
平
成

２
年
度
か
ら
新
し
い
住
宅
□
―
ン
控
除
の

制
度
が
新
設
さ
れ
、
平
成
２‐
年
～
■
成
“

健
康
保
険
料
を

決
め
る
所
得
申
告

②
土
地

建
物
の
売
却
　
公
共
事
業
な
ど
で

資
産
の
収
用
を
受
け
た
人
で
、
所
得
税

の
確
定
中
告
の
以
要
が
な
い
人

①
収
入
が
な
か

っ
た
人

（保
険
料
が
軽
減

さ
れ
ま
す
）

◎
申
告
に
必
要
０
し
の

印
鑑
、
申
告
書
、
収
入
金
額
や
必
要
経

費
な
ど
を
計
算
で
き
る
資
料
、
年
金
受
給

者
は
源
泉
徴
収
票

□
市
民
生
活
課
国
民
健
康
保
険
係

（内
線
１
１
１
４
）

こ
の
中
告
で
　
平
成
″
年
度
の
国
民
健

康
保
険
料
が
決
ま
り
ま
す
。

◎
申
告
し
な
け
れ
ば
●
ら
０
い
人

①
所
得
税
の
確
定
申
告
、
市
　
県
民
税
の

ご注意ください。

所得税の確定申告や市

県民税の申告をされる場合

に、一時所得、小額の給与

や報酬1、個人年金等の雑所

得の申告を忘れがちです。

申告される場合にま、●

ての資料をそ狭 て、申告漏

れのないようお願いします。

税務職員を装つた「振り込め詐欺」にご注意ください|
税務職員を装い、現金自動預け払い機 (AIM)を操作させ振り込みを行わせ

る 「振り込め詐欺Jに よる被害が発生しています。

税務署や市役所では、

●還付金受取のために金融機関等のAIMの操作を求めることはありません。

●国税、市 県民税の納税のために金融機関の口座を指定 して振り込みを求

めることはありません。

●還付金受取のためにフリーダイヤルヘの連絡を求めることはありません,

ご不審な点があるときは、税務署又は市税務課におF・5い合わせください。
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